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号



衆
議
院
議
員
河
野
太
郎
君
提
出
通
関
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
い
わ
ゆ
る
ス
ペ
ッ
ク
は
、
昭
和
五
十
一
年
五
月
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
航
空
貨
物
通
関
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
基

本
設
計
書
に
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
、
別
紙
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

大
蔵
省
が
、
昭
和
四
十
八
年
五
月
に
日
本
電
信
電
話
公
社
に
対
し
税
関
関
連
業
務
の
シ
ス
テ
ム
化
の
検
討
を
依
頼
し
、
昭

和
四
十
九
年
七
月
に
東
京
税
関
長
に
提
出
さ
れ
た
航
空
貨
物
通
関
業
務
の
シ
ス
テ
ム
化
に
つ
い
て
の
民
間
業
者
の
要
望
を
踏

ま
え
、
同
年
十
二
月
に
東
京
税
関
に
設
置
し
た
航
空
貨
物
電
算
化
準
備
室
及
び
昭
和
五
十
年
一
月
に
同
省
関
税
局
に
設
置
し

た
航
空
貨
物
電
算
化
委
員
会
に
お
い
て
検
討
し
、
同
年
九
月
に
同
公
社
に
対
し
シ
ス
テ
ム
の
設
計
の
依
頼
を
し
た
。
お
尋
ね

の
ス
ペ
ッ
ク
は
、
こ
れ
を
受
け
て
、
同
公
社
が
昭
和
五
十
一
年
五
月
に
航
空
貨
物
通
関
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
基
本
設
計
書
と

し
て
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

通
関
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
が
通
関
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
」
と

一



い
う
。
）
の
契
約
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
際
に
検
討
の
対
象
と
し
た
企
業
は
日
本
電
信
電
話
公
社
、
契
約
の
時
期
は
昭
和

五
十
三
年
七
月
、
担
当
部
署
は
デ
ー
タ
通
信
本
部
、
担
当
者
は
輿
寛
次
郎
同
本
部
長
で
あ
る
。
セ
ン
タ
ー
が
同
公
社
に
公
衆

電
気
通
信
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
五
十
五
条
の
十
九
の
規
定
に
基
づ
く
デ
ー
タ
通
信
設
備
使
用
契
約
を

申
し
込
ん
だ
の
は
、
大
蔵
省
が
同
公
社
に
対
し
、
昭
和
四
十
八
年
五
月
に
シ
ス
テ
ム
化
の
検
討
、
昭
和
五
十
年
九
月
に
シ
ス

テ
ム
の
設
計
、
昭
和
五
十
一
年
六
月
に
シ
ス
テ
ム
の
建
設
を
そ
れ
ぞ
れ
依
頼
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
承
知
し

て
い
る
。

大
蔵
省
が
、
昭
和
四
十
八
年
当
時
の
検
討
に
お
い
て
、
電
算
化
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
と
し
て
考
え
ら
れ
る

電
算
機
器
製
造
業
者
、
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
会
社
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
会
社
等
で
な
く
同
公
社
に
シ
ス
テ
ム
化
の
検
討
を
依
頼

す
る
の
が
最
も
適
当
で
あ
る
と
し
た
理
由
は
、
特
定
の
製
造
業
者
に
依
頼
す
る
に
は
、
そ
の
製
造
業
者
の
機
器
を
使
用
す
る

こ
と
が
前
提
と
な
る
が
、
そ
の
段
階
で
は
機
器
の
選
定
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
及
び
同
公
社
が
営
利
企
業
に
比
べ
公
共
的
性

格
の
点
で
優
れ
、
シ
ス
テ
ム
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
や
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
を
多
数
有
す
る
こ
と
な
ど
そ
の
人
材
が
充
実
し
て
い
る
点
や

運
輸
省
の
自
動
車
登
録
検
査
業
務
の
シ
ス
テ
ム
化
な
ど
そ
れ
ま
で
の
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
開
発
実
績
が
豊
富
な
点
で
も

情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
会
社
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
会
社
等
を
し
の
い
で
い
た
こ
と
で
あ
る
。

二



五
に
つ
い
て

日
本
電
信
電
話
公
社
に
対
し
て
支
払
う
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
の
月
額
使
用
料
金
は
、
セ
ン
タ
ー
の
昭
和
五
十
三
事
業
年
度
予
算
に

お
い
て
、
局
舎
借
料
及
び
電
源
機
器
借
料
を
含
め
九
千
四
百
万
円
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
内
訳
は
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
使
用
料

二
千
九
百
万
円
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
使
用
料
五
千
三
百
万
円
、
局
舎
借
料
一
千
万
円
及
び
電
源
機
器
借
料
二
百
万
円
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
ほ
か
回
線
使
用
料
を
同
公
社
に
支
払
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
及
び
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
使
用
料
は
、
そ
の
開
発
経
費
を
そ
の
運
用
予
定
期
間
で
あ
る
八
年
間
で
回
収
す
る

と
い
う
考
え
方
で
算
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
開
発
経
費
は
、
セ
ン
タ
ー
の
昭
和
五
十
三
事
業
年
度
予
算
に
係
る
資
料

等
に
よ
れ
ば
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
に
つ
い
て
十
四
億
四
千
万
円
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
つ
い
て
二
十
六
億
七
千
万
円
、
合
計
四
十

一
億
一
千
万
円
と
さ
れ
て
い
る
。
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
の
経
費
の
内
訳
は
、
中
央
処
理
装
置
部
に
つ
い
て
四
億
二
千
万
円
、
周
辺

装
置
部
に
つ
い
て
五
億
八
千
九
百
万
円
、
回
線
制
御
部
に
つ
い
て
二
億
七
千
五
百
万
円
及
び
運
転
確
認
用
端
末
機
等
に
つ
い

て
一
億
五
千
六
百
万
円
で
あ
り
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
経
費
の
内
訳
は
、
人
件
費
が
十
四
億
四
千
九
百
万
円
、
物
件
費
が
一
億

一
千
百
万
円
及
び
シ
ス
テ
ム
開
発
用
機
器
経
費
が
十
一
億
一
千
万
円
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

三



大
蔵
省
は
、
日
本
電
信
電
話
公
社
に
対
し
、
昭
和
四
十
八
年
五
月
に
シ
ス
テ
ム
化
の
検
討
を
依
頼
し
、
さ
ら
に
、
昭
和
四

十
九
年
七
月
の
民
間
業
者
の
要
望
等
を
踏
ま
え
、
昭
和
五
十
年
九
月
に
シ
ス
テ
ム
の
設
計
、
昭
和
五
十
一
年
六
月
に
シ
ス
テ

ム
の
建
設
を
そ
れ
ぞ
れ
依
頼
し
た
。
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
の
契
約
は
、
セ
ン
タ
ー
が
同
公
社
と
行
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
大
蔵
省
も

そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
た
。

七
に
つ
い
て

仮
に
お
尋
ね
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
開
発
が
可
能
と
な
れ
ば
、
シ
ス
テ
ム
を
変
更
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。

八
及
び
九
に
つ
い
て

財
務
省
（
大
蔵
省
）
の
職
員
の
退
職
後
の
再
就
職
の
状
況
は
、
公
務
を
離
れ
た
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、
一
般
に
政

府
が
把
握
す
べ
き
立
場
に
は
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
事
項
の
す
べ
て
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、

平
成
十
一
年
か
ら
平
成
十
三
年
ま
で
の
人
事
院
が
取
り
ま
と
め
た
営
利
企
業
へ
の
就
職
の
承
認
に
関
す
る
年
次
報
告
並
び
に

平
成
十
二
年
及
び
平
成
十
三
年
の
同
省
が
取
り
ま
と
め
た
「
再
就
職
状
況
の
公
表
に
つ
い
て
」
か
ら
集
計
し
た
、
セ
ン
タ
ー

を
利
用
し
て
い
る
企
業
へ
の
同
省
の
職
員
の
再
就
職
者
数
及
び
セ
ン
タ
ー
に
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
そ
の
他
の
物

四



品
を
継
続
的
に
納
入
し
、
又
は
労
働
者
を
派
遣
し
て
い
る
企
業
へ
の
同
省
の
職
員
の
再
就
職
者
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
紙
二
及

び
別
紙
三
の
と
お
り
で
あ
る
。

十
に
つ
い
て

セ
ン
タ
ー
は
、
シ
ス
テ
ム
が
何
ら
か
の
事
象
に
よ
り
利
用
で
き
な
く
な
る
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
Ｎ
Ａ
Ｃ

Ｃ
Ｓ
が
全
く
停
止
等
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
利
用
者
に
対
し
保
証
す
る
の
で
は
な
く
、
一
定
時
間
内
に
復
旧
さ
せ
る
こ
と
を

想
定
し
て
、
そ
の
時
間
内
に
つ
い
て
は
免
責
と
し
、
そ
れ
を
超
え
た
場
合
に
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
具

体
的
に
は
、
通
常
考
え
ら
れ
る
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
の
停
止
等
に
つ
い
て
は
、
一
日
あ
れ
ば
復
旧
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
利
用
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
一
日
単
位
と
し
て
契
約
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

十
一
に
つ
い
て

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
行
政
機
関
の
休
日
又
は
こ
れ
以
外
の
日
の

税
関
の
執
務
時
間
外
に
お
い
て
、
税
関
の
政
令
で
定
め
る
臨
時
の
執
務
を
求
め
よ
う
と
す
る
者
は
、
税
関
長
の
承
認
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
同
法
第
百
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
承
認
を
受
け
る
者
は
手
数
料
を
税
関
に
納

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
、
臨
時
開
庁
の
承
認
を
受
け
る
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
の
利

五



用
者
は
、
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
昭
和
二
十
九
年
の
関
税
法
の
制
定
時
か
ら
設
け
ら

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

セ
ン
タ
ー
は
、
利
用
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る
た
め
、
免
責
範
囲
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
現
在
、
セ
ン
タ
ー
が
一
日
単
位
で
損
害
賠
償
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
理
由
は
、
十
に
つ
い
て

で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
セ
ン
タ
ー
が
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
企
業
か
ら
受
け
る
賠
償
額
の

範
囲
内
で
利
用
者
に
対
し
賠
償
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
独
立
採
算
性
を
と
っ
て
い
る
セ
ン
タ
ー
の
性
格

上
、
他
の
利
用
者
の
負
担
増
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

十
二
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
を
退
職
後
に
セ
ン
タ
ー
に
再
就
職
し
た
者
の
数
は
、
三
十
三
で
あ
る
。

十
三
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
を
退
職
後
に
セ
ン
タ
ー
の
役
員
に
再
就
職
し
た
者
の
氏
名
及
び
そ
の
職
歴
は
、
別
紙
四
の
と
お
り
で
あ
る
。

十
四
に
つ
い
て

セ
ン
タ
ー
の
役
員
の
う
ち
歴
代
の
情
報
シ
ス
テ
ム
を
担
当
し
た
役
員
の
氏
名
、職
歴
及
び
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
資
格
、

六



経
験
等
は
、
別
紙
五
の
と
お
り
で
あ
る
。

十
五
に
つ
い
て

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
の
接
続
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
一
年
十
月
に
稼
動
を
開
始
し
た
現
行
の
海
上
貨
物

の
た
め
の
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
（
以
下
「
海
上
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
の
開
発
の
た
め
官
民
の
利
用
予
定
者
で
構
成
さ
れ
た
次
期

海
上
シ
ス
テ
ム
開
発
推
進
協
議
会
で
検
討
が
行
わ
れ
た
。
同
協
議
会
が
平
成
八
年
十
一
月
八
日
に
取
り
ま
と
め
た
「
次
期
海

上
シ
ス
テ
ム
基
本
仕
様
」
に
お
い
て
は
、
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
接
続
に
つ
い
て
は
、
デ
ー
タ
の
送
受
信
及
び
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
の
確
保
等
の
問
題
点
を
解
決
す
る
こ
と
が
現
状
で
は
難
し
い
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
検
討
す
る
」
と
さ
れ
、
現
行
の
海
上

シ
ス
テ
ム
の
開
発
の
対
象
か
ら
は
除
か
れ
た
も
の
の
、
別
途
検
討
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
。

そ
の
後
「
ミ
レ
ニ
ア
ム
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
新
し
い
千
年
紀
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
一
年
十
二
月
十
九

日
内
閣
総
理
大
臣
決
定
）
に
お
い
て
「
二
〇
〇
三
年
度
ま
で
に
、
各
省
庁
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
行
政
手
続
が
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
経
由
し
て
行
え
る
よ
う
に
す
る
よ
う
努
め
る
」
と
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
「
基
準
・
認

証
制
度
等
に
係
る
市
場
開
放
問
題
に
つ
い
て
の
対
応
」
（
平
成
十
二
年
三
月
二
十
一
日
市
場
開
放
問
題
苦
情
処
理
対
策
本
部

決
定
）
に
お
い
て
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
活
用
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
平
成
十
三
年
度
予
算
に

七



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
の
接
続
の
た
め
の
調
査
試
験
経
費
を
計
上
し
、
実
証
試
験
を
行
い
、
そ
の
結
果
安
全
性
及
び
信
頼
性

確
保
の
見
通
し
が
得
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
十
四
年
度
予
算
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
の
接
続
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
開
発

経
費
を
計
上
し
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
開
発
を
行
っ
て
い
る
。

十
六
に
つ
い
て

財
務
省
に
お
い
て
は
、
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
に
よ
り
輸
出
入
申
告
の
約
九
割
が
処
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
の
導
入
に

よ
り
通
関
手
続
な
ど
貨
物
の
引
取
り
に
必
要
な
一
連
の
業
務
が
迅
速
に
処
理
さ
れ
、
海
上
シ
ス
テ
ム
導
入
前
の
平
成
三
年
二

月
と
平
成
十
三
年
三
月
と
を
比
較
す
る
と
、
入
港
か
ら
輸
入
の
許
可
ま
で
に
要
す
る
時
間
が
七
日
か
ら
三
・
一
日
に
、
輸
入

の
申
告
か
ら
許
可
ま
で
に
要
す
る
時
間
が
二
十
六
・
一
時
間
か
ら
四
・
九
時
間
に
大
幅
に
短
縮
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
Ｎ
Ａ
Ｃ

Ｃ
Ｓ
は
保
守
作
業
の
た
め
の
時
間
を
除
き
常
時
稼
動
し
て
い
る
こ
と
、
専
用
線
接
続
及
び
電
話
回
線
接
続
に
加
え
、
平
成
十

五
年
三
月
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
の
接
続
が
可
能
と
な
る
こ
と
等
か
ら
、
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
は
十
分
な
能
力
の
あ
る
シ
ス
テ

ム
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
各
国
の
シ
ス
テ
ム
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
こ
と
か
ら
、
諸
外
国
の
シ
ス
テ
ム
と
競
争
力
の
比

較
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
財
務
省
に
お
い
て
は
、
輸
出
入
申
告
の
シ
ス
テ
ム
処
理
率
に
つ
い
て
、
米
国
及
び
韓
国

八



は
十
割
に
近
い
が
、
ド
イ
ツ
及
び
英
国
は
八
割
か
ら
九
割
程
度
で
あ
り
、
ま
た
、
シ
ス
テ
ム
と
の
接
続
方
法
に
つ
い
て
、
ド

イ
ツ
、
英
国
及
び
韓
国
に
お
い
て
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
の
接
続
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
米
国
に
お
い
て
は
イ
ン
タ
ー
ネ

そ
ん

ッ
ト
経
由
の
接
続
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
承
知
し
て
お
り
、
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
は
欧
米
も
含
め
た
諸
外
国
の
シ
ス
テ
ム
に
遜
色
の

な
い
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。

十
七
に
つ
い
て

平
成
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
十
二
月
九
日
ま
で
に
セ
ン
タ
ー
に
寄
せ
ら
れ
た
要
望
及
び
そ
れ
に
対
す
る
対
応

と
し
て
財
務
省
が
承
知
し
て
い
る
も
の
は
、
別
紙
六
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
の
利
用
料
金
改
定
に
関
し
セ
ン
タ
ー
が
平
成
十
三
年
五
月
及
び
平
成
十
四
年
三
月
に
行
っ
た
意
見
提

出
手
続
に
お
い
て
セ
ン
タ
ー
に
寄
せ
ら
れ
た
意
見
及
び
そ
れ
に
対
す
る
セ
ン
タ
ー
の
考
え
方
は
、
別
紙
七
の
と
お
り
で
あ
る

と
承
知
し
て
い
る
。
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別紙－  

第1章 総 論  

1．1システムの目的  

航空貨物通関情報処理システム（以下、「本システム」という。）は、年々増大する輸   

入航空貨物に対処し、業務処理の簡素化・能率化、増員の抑制等に資するため、成田空港、   

原木ターミナル地区、及び伊丹空捲の各税関、（以下、「税関」という。）並びに航空会   

社、保税上屋業者、混載業者、通関業者、機用品業者、及び銀行（以下、「民間」とい   

う。）を対象とし、輸入航空貨物に関する税関及び民間の業務をオンライン・システムで   

迅速かつ的確に処理することを目的とする。  

1．2 システム設計の基本条件   

1．2．1システム設計の基本方針   

（1）本システムの設計は、大蔵省関税局から日本電信電話公社（以下、「公社」とい  

う。）に提示された、「税関手続業務に関するシステム化業務処理要綱案」（昭和50  

年6月）を基本とし、信瞭性、経済性、拡張性等を考慮して設計を行う。   

（2）本システムの設計にあたっては、貨物の輸入についての税関手続を定めた関税法をは  

じめとする関係法令に適合することを基本として設計を行う。   

（3）官・民にまたがる多様な業務を効率的・経済的に処理するため、可能な限り各種の標  

準化・統一イヒを推進する。  

特に、世界を流通する航空貨物の特質上、国際級閲によって標準化・統イヒされたも  

のは、できる限りこれを尊重し設計を行う。   

（4）本システムは国家機関、民間企業が共同して利用するため、機密保持が十分達成でき  
□   
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るよう設計を行う。   

（5）システムの連続運転に対処し、多様なサービス機能を安定的に提供することができる  

ハードウェア及びソフトウェアを実現する。例えば、中央処理装置、電力設備等の高信  

頼性の確保、オンライン中のオフラインへのデータ出力、一部ファイルのオンライン中  

の組込、障害回復時間の短縮、障害復旧プログラム機能の充実等を行う。  

また、センタオペレーション及びオンライン関連′†ッチ処理オペレーションの簡易化  

並びに、オンライン関連バッチ処理時間の短縮を図る。   

（6）ディスプレイ、光学文字読取装置（OCR）の採用並びに各業界間でのデータ共同利  

用及び税関手続きと民間業務の同時処理を推進する等、端末オペレーションの操作性の  

向上を図る。   

1．2．2 システム設計範囲   

（1）対象地域  

本システムの対象地城は成田空港、原木ターミナル地区及び伊丹空港とする。ただし  

伊丹空港については、システム稼働開始の2年後を目途に対象に追加する。   

（2）対象業務  

本システムの対象業務は、貨物の空港到着から国内引取までの税関手続業務、税関業  

務、民間業務及びこれに付帯する業務とする。  

本システムのオンライン対象業務及びオンライン関連バッチ業務（管理統計資料のみ）  

は表1．1、表1．2及び表1．3に示すとおりである。   

1．2．3 システム設計上の基本事項   

（1）本システムの稼働開始日標は、昭和53年7月とする。ただし、システム移行に伴う  

処理の十部は、これより先行して利用者が行う。   

（2）本システムのセンタ設備は、公社中野電電ピル（東京都中野区中野4丁目9香18号）  

内に設置する。   □  
一
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（3）本システムの回線及び変復調装置は公社が設置し、データ宅内装置は公社の定める基  

準に適合したものを利用者が設置する。   

（4）本システムの設計・建設は公社が行い、システムの運用は利用者が行う。   

（5）本システムのセンタ設備・回線・変復調装置及びソフトウェアの保守は公社が行う。   

（6）本システムの運用に必要な利用者に対する訓練は、システム稼働開始前に公社が行う。  

ただし、データ宅内装置の取扱い及びキー、タッチ訓練はこの範囲に含めない。   

（7）本システムの設計上必穿なデータ処理件数は、昭和60年度の繁忙日繁忙時において  

1時間当り18，600件とする。この算定にあたっては、東京税関から提示された資  

料並びに条件を基礎とした。  

この基本となったAWB予測件数、輸入申告予測件数及びトラフィック予測件数は、  

次（表1．4、表1．5及び表1．6）のとおりである。  

注1．システム・トラフィックの算出にあたっては、上記各表を基礎として、次の諸条  

件を勘案のうえ算出した。  

すなわち、本システムの端末入出力はすべてAWB及び、輸入申告に起因して発  

生するが、その回数は次のとおりである。   

（1）1AWB当りの端末入出力回数  9．6回  

（2）輸入申告1件当りの端末入出力回数  4．2回   

2．繁忙日、繁忙時に関する計算値は次のとおりである。  

繁忙日については最繁忙日から数えて全体の日数の約6％を占める日数の日（年間   

で22番目にトラフィックの多い日）を選定し、その日の業秩集中率を計算したとこ  

ろ、平均業務量の20％増であった。  

繁忙時については繁忙時間の分布に基づき、最も業務集中度の高い時間から数えて   

全体の約7％を占める時間をとり、その時間の業務集中度を計算したところ、1日の  
□   
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データ量の14％が1時間に集中していた。   

（8）本システムに収容可能な回線数は、昭和60年度において160回線までである。た  

だし、全回線を分岐する場合は、320端末に相当する。  

1．3 システム構成   

（1）本システムは、中野電電ビルに設置するセンタ設備と成田及び原木地区に設置するデ  

ータ宅内装置との間を、通信回線で接続したデータ通信システムである。   

（2）センタ設備は、J3075形情報処理装置を2系統設置する。このうち1系統はオン  

ライン・システムに使用し、他の1系統はオンライン関連バッチ・システムとして使用  

するとともに、オンライン・システムのバック・アップとする。   

（3）センタ設備のうち、周辺装置は切替操作により両系統への接続が可能な構成とする。   

（4）電力設備は、システムの連続運転に対処するため、定周波定電圧電源装置複数系統と  

予備エンジンで構成する。   

（5）データ宅内装置は自営機器とし、本システムに接続できるデータ宅内装置は、ディス  

プレイ（プリンタ付き）、受信用プリンタ及びOCRとする。  

初年度設置するデータ宅内装置は約180台とする。なお、利用度の少ない利用者によ  

る宅内装置の共同利用を可能とする。   

（6）センタと名利用著聞は、2400ビット／秒半2重の定額制回線で接続する。  

（以下略）  

■   
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別紙七  

「次期航空システム利用料金に関する意見の提出手続について」  

に関する意見の募集結果について   

平成13年5月11日  

通関情報処理センター   

去る3月16日、通関情報処理センター・ホームページ上に掲載のうえ実施し  

ました「次期航空システム利用料金に関する意見の提出手続について」に関しま  

しては、19社の利用者の皆様から御意見を頂きました。このうち、従量料金を基  

本とした新料金案に賛成とする意見が7社、新料金案に対し、ボリュームディス  

カウントを導入すべきとする等の意見が8社ありました。   

主なご意見及びご意見に対する通関情報処理センター（以下「センター」とい  

います。）の考え方は、以下のとおりです。   

なお、ご意見の中には、今般提示した利用料金案に直接関係のないものもござ  

いましたが、センターの今後の課題を検討するに際しての参考とさせていただき  

ます。   

（1）従量料金を基本とした新料金実に賛成とする意見  

・大中小利用者を公平に扱っていただきたい。大口利用者に対する割引を認  

めた場合は中小利用者がその分負担を蒙ることになるので認めない方が良  

い。（通関業2社）  

・従量料金制は極めて公平妥当な制度であり、大多数の賛同が得られるもの  

と確信している。（通関業3社）  
・基本料金＋従量料金＋回線使用料＋パッケージソフト料金＋管理資料料金  

という考え方は概ね妥当。（混載業1社）  

・4年毎に収支均衡とすることに賛成。（通関業2社）  

・基本料金1万円に賛成。（通関業2社）  

【センターの考え方】   

利用料金の公平性を確保する観点から新料金案を策定したところであり、趣   

旨をご理解いただきましたことにつきまして御礼申し上げます。   

（2）新料金案に対し、ボリュームディスカウントを導入すべきとする等の意見  

・システム容量が増加しても、それに比例してコストは増加しないから、利  

用件数が増えるに従って1件当たりの費用は下がるはずである。したがって、  

ボリュームディスカウントを取り入れるとともに、固定月額料金制（利用制   

四
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限なし）を選択できるようにすることを強く要求する。本提案を採用しても、  

利用頻度の低い利用者にとってセンターの料金案による値下げ幅が減少す  

る訳ではない。また、センターは、必要運営経費を補う為にはシステム利用  

料を必要なだけいくらにでも設定することが許されている。それゆえ、経費  

削減や、運営上の効率性に対する動機付けが全くの皆無なのである。（国際  

宅配業6社、航空会社2社）  

【センターの考え方】   

「システム容量が増加しても、それに比例してコストは増加しないから、利  

用件数が増えるに従って1件当たりの費用は下がる（いわゆる『規模の利益』  

が存在する）はずである」とのご指摘は、センターとしても正しいと考えます。  

しかしながら、「規模の利益」をシステムを平均よりも多く利用する利用者（以  

下「大口利用者」といいます。）だけが享受してよいということにはならない  

のではないでしょうか。   

仮に、ボリュームディスカウント（以下「大口割引」といいます。）や固定  

料金制を導入することとした場合、「規模の利益」の配分において、大口利用  

者と平均的な利用者や僅少な利用者（以下「小口利用者」といいます。）のバ  

ランスがくずれることになるのではないでしょうか。「大口割引等の導入」の  

ご意見を出された方は、同時に「本提案を採用しても、利用頻度の低い利用者  

にとってセンターの料金案による値下げ幅が減少する訳ではない」と言われて  

おりますが、大口割引等を導入した場合、この割引によって減収が生じた場合、  

料金単価全般の値上げをもって対処しなければ所与の経費総額を賄うことは  

難しくなるでしょう。つまり、大口割引等を受けられる大口利用者以外の利用  

者にあっては、“大口割引等のない場合に比べて値上げされた利用料金’’を支  

払っていただくこととなるのではないでしょうか。   

以上のことから、システムの利用度合いに応じた公平な負担を実現しようと  

して従量料金制を導入しても、大口割引等を取り入れることにより、本来の目  

的が減殺されることをご理解いただきたいと思います。   

現在、多くの企業で大口割引とか固定料金といった取扱いが取り入れられて  

おりますが、それは、これによってより多くの利益を得ようと努めるからであ  

ります。しかしながら、センターの場合は、そのような利滴追求の企業とは異  

なり、所与の経費総額を平等に利用者から料金として回収するだけであり、純  

然たる利益を求める必要はございません。また、センターの事業は、収益事業  

に当たらないことから法人税等を国庫納付する必要はなく、出資者に対する配  

当も禁止されており、更に、職員給与の支給基準は主務大臣の承認が必要とさ  

れ、センターが独自にかつ自由に定めることはできません。すなわち、センタ   
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ーは、より多くの利用者を確保し、利益の極大を求めようとして大口割引とい  

った取扱いを取り入れることには馴染まない組織であるということでありま  

して、何卒、この点をご理解していただきたいと存じます。   

なお、ご指摘にある経費削減や運営上の効率性に向けては、センターの基本  

理念の一つとして日々念頭に置きつつ努力いたしているところであり、かよう  

なご指摘を受けましたことは誠に残念であります。  

（3）個別業務料金に対する意見  

・照会業務は無料あるいは引き下げてほしい。（混載業1社、通関業3社）  

・地方空港特有の個別業務であるm等の単価を引き下げて欲しい。（保税  

業1社）  

・訂正業務に料金が掛からないようにする。（通関業1社）  

・輸出申告同様、輸入少額申告料金の設定による軽減について検討して欲し  

い。（国際宅配業1社）  

【センターの考え方】  

（照会業務の無料化等について）   

NACCS利用料金の設定に際して最も基本となる考え方は、「システム運営  

に係る経費総額を利用者に公平に負担（分担）していただく」ということであ  

ります。今般の新料金案においては、その最も公平な負担（分担）方法として、  

利用度合いに応じて負担するという「従量料金制」を採用しており、また、具  

体的な料金単価の設定に際しては、客観的基準として「システムに対する負荷」  

を採用することとしております。   

ご指摘の照会業務等でありますが、確かにシステムの円滑な利用に不可欠な  

上流情報を確認する業務であり、これを無料または低額とするということも考  

えられなくもありません。しかしながら、照会業務等といえどもシステムを利  

用する業務の一つであることに変わりはなく、システムに対する負荷が発生す  

ることも事実であります。   

仮に、照会業務等の料金をシステムへの負荷に応じた本来の単価よりも安く、  

あるいは無料とした場合、その割引分又は無料分を他の業務単価に転嫁（値上  

げ）することとなりますので、転嫁された他の業務の利用者に対して不公平で  

あり、負荷に応じて料金単価を設定するごとが適当であると考えております。   

なお、地方空港特有の業務（m等）につきましては、システム上必要な業  

務であり、また、システム負荷に応じた料金を設定せざるを得ないことをご理  

解いただきたいと存じます。   
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（輸入少額貨物について）   

輸入少額貨物に係る輸入申告については、少額とはいえ1万円以上の貨物の  

場合、税額計算等が必要であり、通常の貨物とシステムに対する負荷は殆ど変  

わりません。このため、通常貨物と少額貨物とを分けたうえで少額貨物の輸入  

業務に係る利用料金を安く設定することは困難です。   

ただし、マニフェスト輸出入通関業務については、次期航空システムの稼働  

に伴い、システム業務を新設する予定であり、是非利用していただきたいと考  

えております。  

（廻 その他  

・件数の伸びを年間7．5％と見ているが、2002年度の成田暫定滑走路使用に   

よって、伸び率が増えるのではないか。（機用品業1社）  

・総コストの削減を図っていく必要がある。（混載業2社）  

・より一層の情報開示に努める必要がある。（混載業2社）   

【センターの考え方】   

（伸び率について）  

利用件数の伸び率は、ご指摘のとおり、より高く設定すればそれだけ料金単  

価は安くなる反面、実績が設定した伸び率を下回った場合には、想定された料  

金収入が得られず、最悪の場合、システム運営に重大な支障を来たすことにも  

なります。このため、利用件数の伸び率は、様々な事情を踏まえたうえで慎重  

に設定する必要があり、特定の事情のみを過大に参酌して設定することは適当  

でないと考えております。  

今後、申告件数が急激に伸びる等、事情の大幅な変化があれば、見直すこと  

としたいと考えおります。  

なお、成田空港公団によれば、成田空港平行滑走路供用開始によってもたら  

される経済波及効果は、平成11年実績180万トンに対して、平成22年貨物量  

予測は約230万トン、平成27年は約260万トンとされており、平成11年か  

らの平均年間伸び率は、いずれも2．3％程度となり、センター設定の7．5％が直  

ちに過少とは思われません。  

□（総コスト削減について）  

上にも記しましたが、ご指摘の情報処理設備費用、プログラム開発費用等を  

含めた総コストの削減については、センターの基本理念の一つとして日々念頭  

に置きつつ努力いたしているところであります。ご指摘を倦まえ、今後とも努  

力して参ります。   
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（より一層の情報開示について）   

ご指摘の趣旨を踏まえ、センターの今後の運営にあたって十分考慮させてい  

ただきたいと存じます。  

（5）今後について   

センターとしては、利用料金に対する皆様方のご関心が極めて高く、また円   

滑なシステム運用を目指すセンターの安定運営にとっても極めて重要な事項で   

ありますことから、料金については、引き続き別途委員会を設けて検討を行い、   

必要に応じてその見直しを行ってまいりたいと考えております。   

この点について、格別のご理解を引続き賜りますようお願い致します。  

□   

五
〇



「航空システム利用料金に関する意見の提出手続について」  

に関する意見の募集結果について  

平成14年3月20日  

通関情報処理センター   

去る2月4日、通関情報処理センター・ホームページ及びご利用者向け掲示板  

に掲載のうえ実施しました「航空システム利用料金に関する意見の提出手続につ  

いて」に閲しましては、6社の利用者の皆様からご意見を頂きました。このうち、  

利用料金改定の理由を求める等のご意見が最も多く、基本的に今般の値下げ改定  

に賛成・歓迎しつつも、個々の業務単価について更に安く、あるいは無料にする  

よう要望する意見が4社ありました。（注：団体からのご意見についても、1社と  

して計上）   

主なご意見とそれに対する通関情報処理センター（以下「センター」といいま  

す。）の考え方は、以下のとおりです。  

（1）料金改定の理由を求める等の意見  

・今回の料金改定案が出された経緯又は背景・理由を示してほしい。（混載業2  

社、通関業1社）  

・他法令申請業務に関する従量料金の無料化の理由如何。（混載業1社）  

・今般の改定は現行料金設定時の前提条件に変化があって行うものであるのか  

理由を示してほしい。（混載業1社）  

・当初見通しの運営費に余裕が出たための改定であれば、当面、一律の割引方  

式でよいのではないか。（混載業1社）  

・激変緩和措置等不安定な状況を引きずっている今、じっくり様子を見ること  

も必要ではないか。（混載業1社）   

【センターの考え方】  

基本料金及びパッケージソフト使用料は、NACCSのシステム利用料金にあ  

って、いわゆる固定料金とされるものであり、同料金等は海空同額と設定して  

おります。今般、海上システムの基本料金とパッケージソフト使用料の引き下  

げを行うことから、航空システムについてもこれを同額とする改定を行ったも  

□  
こ  

費の総額をほぼ回収できる見通しとなったこと等から、無料としたものであり  

ます。   

五
一



従量料金の見直しについては、新しい料金体系が導入されて間もなく、現行  

料金設定時の前提条件に変化がないことから、今回は料金の見直しを行わない  

こととしております。  

（2）各業務毎の料金等に関する意見  

・将来への剰余金の鯉持よりも現在の料金負担の軽減を図ってほしい。（混載業   

1社）  

・搬出のための業務を現行単価の半分程度に値下げしてほしい。（保税業1社）  

・納税申告について無料化をはかるべき（国際宅配業1社）  

・輸出入申告関係をみると、同じ事項登録でも海上の方が航空より高く、申告   

は海上の方が安くなっており、料金設定基準が曖昧である。（混載業1社）  

・今後の航空料金の値下げに対する方針又は改定のスケジュールを示してほし   

い。（混載業1社）  

【センターの考え方】   

航空システム利用料金については、昨年10月に従量料金制を基本とした新  

しい料金体系が導入されたばかりであり、加えて、導入後3年間は、経過的措  

置として従量料金制への移行に伴う利用者の経済的負担を軽減する、いわゆる  

激変緩和措置を行う期間でもあります。したがって、今後の輸出入動向を踏ま  

えて料金収入の推移を注意深く見定めていく段階であり、現時点で従量料金の  

見直しを行うことは、適当でないと考えます。今後、輸出入の動向を見極めな  

がら、従量料金の改定が可能となった時点において、できる限りの改定を行っ  

ていきたいと考えております。   

なお、剰余金の取扱いについては、センターとしても現在の剰余金の水準を  

必ず維持しなければならないとの考え方は持っておりません。   

また、輸出入申告関連業務に係る意見については、今般の海上システムの利  

用料金の見直しでは、最新の民間の業務毎のシステム処理時間、利用実績・状  

況等を勘案しつつ、業務単価各々の見直しを行っていることから業務によって  

料金の改定率が異なっております。  

（3）その他の意見   

t競争入札的な要素も導入した費用抑制努力をお願いする。（混載業1社）  

・経理内容をオープンな形で評価できる透明性を伴って事業を運営することを  

求める。（混載業1社）   
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【センターの考え方】   

今般提出されたご意見の中には、今般提示した利用料金秦に直接関係はござ  

いませんが、経費の節約やシステム開発に係る契約方法の見直し（競争入札の  

拡大）など、センターの今後の運営に関する種々ご意見を頂きました。   

経費の削減につきましては、センターの基本理念の一つとして日々念頭に置  

きつつ努力いたしているところであり、ご指摘を踏まえ、今後とも努力して参  

ります。   

また、センター業務運営の透明性につきましては、法令に基づき、例えば、  

センターの毎事業年度の予算については、財務大臣の認可後速やかに政府以外  

の出資者の皆様へ送付させて頂いているほか、センター各事務所に資料を備付  

け、供覧に供する等しているところです。   

今後ともセンター業務運営の透明性確保に努めて参りたいと思います。  

□   
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「海上システム利用料金に関する意見の提出手続について」  

に関する意見の募集結果について  

平成14年3月20日  

通関情報処理センター   

去る2月4日、通関情報処理センター・ホームページ及びご利用者向け掲示板  

に掲載のうえ実施しました「海上システム利用料金に関する意見の提出手続につ  

いて」に閲しましては、利用者以外の方も含め、21社の皆様からご意見を頂きま  

した。このうち、基本的に今般の値下げ改定に賛成・歓迎しつつも、個々の業務  

単価について更に安く設定するよう要望するご意見が11社、全般的に無料とす  

べきとするご意見が6社、その他のご意見が4社ありました。（注：団体、連名  

によるご意見についても1社として計上）   

主なご意見とそれに対する通関情報処理センター（以下「センター」といいま  

す。）の考え方は、以下のとおりです。  

（1）全般的に無料とすべきとする意見  

・Sea・NACCS開発費を全額国庫負担とする。（船社6社）  

・通関情報処理センターの運営費を全額国庫負担とする。（船社6社）  

・利用料金は無料とする。（船社6社）  

【センターの考え方】   

NACCSは、輸出入通関手続だけを処理するシステムではなく、これに関連  

して行われる民間業務、更には通関手続とは直接関係のない純粋に民間業務と  

される業務についても処理する一連の物流支援システムであり、官業務と民業  

務とが一体不可分となっております。このため、システムの構築・運営に要す  

る費用については、従来より受益者負担の考えに基づき、官も民も利用に応じ  

た負担をして頂く必要があるものと考えて参りました。現在でも、システムの  

あり方や受益者負担の考え方を変更する必要はないと考えますので、本趣旨を  

ご理解頂きますようお願い申し上げます。   

なお、全般的に無料化するとのご意見の論拠の一フとして、諸外国における  

税関手続システムに係る料金を例に挙げられることがあります。しかしながら、  

そのシステムの処理する業務の内容や性格等の相違により単純に比較すること  

は難しいことではありますが、殆どの国で民間ユーザーの負担は発生しており  

ます。センターが把握している中で、例えば、輸入申告関連業務の料金をとっ  

てみても、今般の改定案は主要な諸外国の料金と比較し、決して高い水準にあ   
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るとは言えないのではないかと考えております。  

（2）各業務毎の料金に対する意見  

・船社業務料金を航空会社業務料金並みにしてほしい。（コンテナヤード1社、  

船社1社）  

・官手続や申請に係る料金は無料化してほしい。（船社1社、通関業1社）  

・利用者の受益と費用負担とがバランスし、システム参加率・利用率の向上に  

繋がる料金を考えてほしい。（積荷日録は船社が直接的な受益者ではない。）   

（通関業1社、船社1社）  

・マニュアルでは行わない業務（船卸確認登録（一括）（PXI）、船卸確認登録   

（個別）（PKK）、船積完了登録（不参加船会社）（CLO）、船積完了変更（Cu））   

等）、システム内輸出貨物情報削除処理の意味合いの強い業務（船積完了登録   

（登録）（CLROl）等）、必須業務（船卸確認登録（PXI）等）は、もっと引   

下げてほしい。（船舶代理業1社、通関業1社）  

・コンテナヤード業務（コンテナヤード搬出確認登録（CYO）等）について船   

社業務と同様に下げてほしい。申告行為以外のコンテナヤード業務は、、情報   

提供の性格が強く、これへの課金は不当である。（コンテナヤード2社）  

・積荷目録情報に係るEDI払CT業務はもっと安くしてほしい。、（船社2社）  

・積荷目録提出業務は、入力欄数に応じた料金にしてほしい（船舶代理業1社）  

・照会業務（貨物情報照会（ICG）、コンテナ情報照会（ICN）、船舶コード照   

会（m）、積荷目録情報照会（ICM）等）、変更事項呼出、訂正業務（船舶   

運航情報訂正（VTBll））は無料にしてほしい。（通関業3社、コンテナヤー   

ド2社、保税1社）  

・輸入申告事項登録（IDA）を20円以下に、輸出申告事項登録（大額）（EIA）   

を15円以下に、輸出申告事項登録（小額）（ESA）を10円以下に下げては   

しい。（通関業1社）  

【センターの考え方】   

利用料金の設定に際して基本となる考え方は、「システム運営に係る経費総額  

のうち、民間利用者に負担して頂くべき経費を民間利用者に公平に負担（分担）  

して頂く」ということであります。今般の改定料金実においては、公平な負担  

（分担）方法として、利用度合いに応じて負担するという「従量料金制」によ  

ることとし、また、具体的な料金単価の設定に際しては、客観的基準として「シ  

ステムに対する負荷」を基準とすることとしております。・今般の改定において  

も、このような考えに則り、最新の民間の業務毎のシステム処理時間、利用実  

績・状況等を勘案しつつ、業務単価各々の見直しを行うものであります。   
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頂いたご意見についてでございますが、ご指摘のように、ある特定の業務の  

料金について、「システムに対する負荷」に応じた本来の料金よりも安くすると  

した場合、その割引分は他の業務の料金に転嫁（値上げ）されることとなりま  

すが、そのような取扱いについて全利用者のご了解を得ることは困難でありま  

しょう。基本としましては、あくまで「システムに対する負荷」に基づき公平  

に料金を設定していくということではないかと考えます。   

いずれにしましても、より良いシステムをより安く提供するという基本理念  

に則れば、安定壕働に努めると共に、システムの参加・利用の向上と諸経費の  

節約を図ることが肝要であります。センターといたしましても、今後もより一  

層、そのための努力を続けて参る所存です。  

（3）その他の意見  

・半官半民のセンターとしては、今後、更なる値下げよりはサービスレベルの  

維持、向上を優先されることを期待する。（マスコミ1社）  

・船積確認事項登録（ACL）の利用率向上を図るべく、ACL登録システムの改   

善を通じて、業界への指導等、センターは一層のサポートをしてはしい。（船  

社1社、通関業1社）  

・コンテナ滞留情報処理業務については、利用者全員で負担するような料金に  

してほしい（通関業1社）  

・回線使用料も引下げて欲しい。（通関業2社）  

・専用回線方式はITの潮流に逆行するものであり、多大な料金はこれに起因  

している。（船社1社）  

・将来を見越した港湾関連手続きのワンストップ化促進のためのインターネッ   

トを使った税関システムそのものを開発してほしい。（船社1社）  

【センターの考え方】   

今般提出されたご意見の中には、今般提示した利用料金案に直接関係はござ  

いませんが、センターの今後の運営に関する種々ご意見を頂きました。これら  

の点につきましては、センターの今後の課題を検討するに際しての参考とさせ  

て頂きます。  

（システムの安定稼働等について）   

センターは、システムの安定稼働、’利便性の向上等に向け、日々努めてい  

るところであり、ご意見を摩まえ、今後一層、努力して参りたいと存じます。  

（ACL業務等について）   
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船積確認事項登録（ACL）業務の利用率向上及びコンテナ滞留情報処理に  

つきましては、関係業界のご協力を頂けるよう、センターとしても、引き続  

き最大限の努力をして参りたいと考えております。  

（回線について）   

利用者の選択の幅を増やすため、インターネット接続についても、平成14  

年度中に実現できるよう検討を進めているところであります。ただし、大量  

の業務を、高いセキュリティを保ちつつ、しかも迅速確実に行いたいとする  

利用者のために専用線による接続も併存させることとしております。   

なお、回線使用料につきましては、回線を提供する通信事業者が設定する  

ものではありますが、本年4月より値下げとなる予定であります。  

（港湾関連手続のワンストップ化について）   

現在、関係府省間において検討が行われており、センターでは、この検討  

状況を踏まえ、15年度のできるだけ早い時期までに輸出入・港湾関連手続の  

シングルウインドウ化が実現できるよう準備を進めているところであります。  

□   

五
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